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令和２年５月２ ６日

建設業者団体の長

　

殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における

工事及び業務の対応について

　

令和２年４月 ７ 粥こ行われた新型インフルエンザ等緊急事態宣言を踏まえた、 工
事及び測量・調査・設計等の業務 （以下 「工事等」 という。） の対応については、
「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに

伴う工事等の対応について」（令和２年４月１７日付け国土建第１８号）（以下 「４月

１７日付け通知」 という。） 等により、 適切な対応をお願いしてきたところです。

　

このたび、 令和２年５月２５日に、 内閣総理大臣より新型インフルエンザ等緊急事

態解除宣言が行われたところですが、 新型コロナウイルス感染症への対策について

は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月２８日（令和
２年５月２５日変更）） において、 基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があ

り、「三つの密」 の回避や 「人と人との距離の確保」 「マスクの着用」 「手洗いなどの

手指衛生」 など、 感染拡大を予防する 「新しい生活様式」 を社会経済全体に定着さ

せることもこ加え、 事業者において、 業種ごとに策定される感染拡大予防ガイ ドライ

ン等が実践されるごとも重要であるとされています。 このことを踏まえ、 施工中の

工事等における感染拡大防止対策につきましては、 引き続き、 ４月１７日付け通知の
「２． 施工中の工事等における感染拡大防止策の徹底」 や 「建設業における新型コ

ロナウイルス感染予防対策ガイ ドライン （令和２年５月１４

　

日版）」 等を参考に、 適

切なご対応をお願いいたします。

　

なお、 地方公共団体における工事等の一時中止措置等につきましては、 別添１の

とおり、 引き続き、 新型コロナウイルス感染症の擢患や学校の臨時休業等の感染拡

大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、 また、 これらにより資機材等が調

達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合の他、 受注

者から一時中止等の申出があった場合においては、 一時中止等を希望する期間のほ

か、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況等の事情
を個別に確認した上で、 必要があると認められるときは、 特段の事情がない限り、
受注者の責によらない事由によるものとして、 工期の見直し及びこれに伴い必要と

なる請負代金額の変更、 一時中止の対応等、 適切な措置を行うこととしており、 国
土交通省直轄事業における対応についても、 別添２のとおり対応することとしてお

りますので、 ご参考にお知らせいたします



　

また、 建設工事の一時中止や延期に際しては、下請負人や技能労働者の事業や生
業の継続に支障が生じることがないよう、 引き続き、 十分に配慮していただきます
よう、 宜しくお願いいたします。

　

貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも
に、 会員、 傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。


